
【この申告書における収入の区別】　

　「無収入」とは、令和7年1月から12月の間に自分の収入がなく、家事手伝い・学生・

預貯金・親族からの援助等で生活している場合や、大牟田市内に居住する誰かの扶養と

なっている場合を指します。

　「非課税収入」とは、遺族年金、障害年金、失業手当の給付等のことを指します。

　「収入」とは、給与、公的年金、個人年金、事業所得、不動産所得等のことをいいます。
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Ａ・Ｄ・Ｅ欄を記入
③給与等の収入があり
控除を追加する

今年から事業所得（営業・農業）、不動産所得も郵送申告が

可能です。申告される場合、収支内訳書の添付が必要です。

◆郵送申告フロー図

非課税収入とは・・・　　　・遺族年金　・障害年金　・失業手当　・その他給付金　など

給与等の収入とは・・・　　　・給与　・公的年金　・個人年金　など

④事業所得等の収入
がある Ａ・Ｄ・Ｅ欄を記入

事業所得等の収入とは・・・　　　・事業所得 （営業・農業）　・不動産所得　など
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